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教 育 行 政 方 針 

 

本町の教育行政の推進につきましては、議員各位並びに町民の皆さ

まの御理解と御支援を賜っておりますことに心から感謝を申し上げま

す。 

教育委員会は、第８次矢巾町総合計画の理念である「みんなで築く、

躍動感あふれ幸せな未来へ進化するまち やはば」実現のための「人

づくり」の分野を担っております。具体的には、総合計画と同時に作

成した第３期矢巾町教育振興基本計画に基づき施策展開を図っており

ます。令和８年度はその３年目です。こうした施策体系に基づく教育

行政であることから令和８年度も基本的にはここ１、２年の諸施策の

継続を基本方針といたします。 

ただし、ここ１、２年の社会経済の変貌は著しく、新たに生じてい

る問題や重要性を増しつつある課題もあります。これらについては、

町民や社会の関心も高く、また緊急性もあることから令和８年度施策

のいわば目玉的施策と位置づけ、本教育行政方針においては、トピッ

クスとしてその捉え方と対処方針を整理いたします。また、継続する

重要施策についても、施策目的の成果を高める観点から、実施方法等

に関しては、柔軟な工夫と現実的対応を取っていくことといたします。 

 

トピックスの一番目は、学校再編問題です。 

町民の多くが、児童数の激減と偏りを実感し、学校再編計画を急ぐ

よう求めています。教育委員会は、令和５年度作成の「再編に関する
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基本方針」に従い、令和８年度中に、安心安全な通学環境に関する問

題と、９年間の義務教育の有り様についての問題について結論を得、

「再編整備計画の素案」を作成いたします。同時に、学校、保護者、地

域の皆様から意見を聞き、「再編整備計画」を確定すべく進めてまいり

ます。 

トピックスの二番目は、学校教職員のコンプライアンスの徹底につ

いてです。 

児童生徒の安心安全な学習環境を提供すべき教職員によるコンプラ

イアンス違反が本県においても発生し、町民をはじめ人々の不安を助

長しています。コンプライアンスを法令違反の狭義にとどめることな

く、学校内の規範・ルール、さらには社会常識・良識の範囲まで広げ、

その徹底を図ります。学校の教職員については、県の教育委員会との

緊密な連携が必要となりますが、本町独自の研修機会を設ける等を含

め、推進いたします。 

トピックスの三番目は、学校教職員・教育委員会の働き方改革につ

いてです。 

本町では令和５年度に策定した「矢巾町教職員働き方改革プラン」

に従い推進していますが、昨年度の関連法の改正を受け、プランの一

部改正を行います。同時に令和８年度は、文科省の指針に従い、学校

や教育委員会では対応が困難な事案については外部に任せる仕組みに

ついて検討します。いずれもその根底には、地域全体で地域の教育を

確立するという理念と目標を堅持します。 
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続いて、教育振興基本計画の三つの基本方針毎に、それぞれの重点

施策について略述いたします。 

 

基本方針の一つ目は、「個性を伸ばし、生涯にわたる学びを支え、持

続可能な社会を担うひとづくり」です。そこには八つの重点施策をお

いています。 

 

施策の一つ目は、「就学前における教育・保育の質の向上」です。関

係課と連携して５歳児健診を実施し、個々人の特性に合わせた指導を

引き続き行います。 

二つ目は、「確かな学力と個性を伸ばす教育の推進」です。ICT活用

の習熟と、学力と知能の実体を踏まえ、児童・生徒一人一人を見据え

た授業改善を行います。 

三つ目は、「豊かな心を育む教育の推進」です。自然空間や動物と触

れ合う機会を設け、児童生徒に豊かな感性や健全な心を育むよう努め

ます。道徳に関しては、本町が独自に行っている教職員の研修を継続

し、町内全校で道徳の授業改善を進めます。環境教育においては、義

務教育９年間の中で、深く学ぶ機会が得られるよう、関連機関とも連

携しながら取組を充実していきます。また、他人を思いやる心や、生

命や人権を尊重する教育を充実します。このほか、学びの向上に読書

が有効であることから、児童生徒の読書活動を支援します。 

四つ目は、「健やかな体を育む教育の推進」です。そこでは「望まし

い食習慣」と「規則正しい生活習慣」についての理解を促し、定着を
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図っていきます。学校給食については、各学校での食育を継続するこ

とに加え、新たに小学校を対象として開始される国の給食費無償化に

対応し、必要な制度の見直しを行うとともに、保護者の負担軽減策と

して本町が独自に行っている第３子以降の無償化についても、中学生

を対象として引き続き実施します。 

五つ目は、「ふるさとの未来を支える教育の推進」です。本町の豊か

な自然に触れ、地域の人々から学ぶ機会を増やしていきます。南昌山

など西部地域の山稜・里山を対象に、生命尊重・生活重視思想と歴史

に注目する年にしていきます。学校においては地域密着のキャリア教

育を進め、地域の一員としての自覚の下に成長するよう育みます。 

六つ目は、「多様な教育ニーズに対応した教育機能の充実」です。令

和８年度には適応支援員を増員します。また種々の教育相談に適切に

対応するとともに、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワー

カー等の専門家あるいは専門機関につなげていきます。いじめについ

ては「いじめ見逃しゼロ」を合言葉として、小中学校の情報連携を密

にしながら生徒指導に活かしていきます。 

七つ目は、「教員の資質向上と教育指導体制の充実」です。教員個々

の成長段階に応じ、国、県が行う研修の受講と併せて、その補完的研

修を本町独自に実施します。また、義務教育９年間を見通した指導の

在り方に関する研究について、中学校区単位の研究グループを基にし

た小中学校教員による取り組みを推進してまいります。 

八つ目は、「学校教育環境の整備・充実」です。学校施設長寿化計画

に基づき必要な修繕や整備を計画的に進めます。令和８年度は、夏場
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の酷暑対策として部活動等による利用頻度が高い中学校体育館への空

調設備導入に向け、小学校に先行して事業着手を図ります。また、GIGA

スクール構想が第２段階に入ったことから、全小中学校に導入した電

子黒板の活用を推進するとともに、ネットワーク環境の強化、校務の

DX化を進めてまいります。さらに、すべての小中学校に設置した防犯

カメラの活用を含め、熊の出没への対応など、関係部局と連携した取

り組みを図ってまいります。 

 

以上の施策推進と係わってもう一点重要なことは、矢巾町教育研究

所の機能と役割についてです。これまで述べた施策はいずれも目標の

実現に向けたいわば施策ですが、現実はそのスタートライン以前の諸

問題があり、施策を具体化する上ではもう一階梯のアプライドシステ

ムが必要です。つまり研修事業とさまざまな事情を抱える児童・生徒

とその保護者等への対応です。その段階の専門的サポートが現実には

不可欠です。そこを担っているのが矢巾町教育研究所で、主要には上

述施策の二つ目の「確かな学力と個性を伸ばす教育の推進」、六つ目の

「多様な教育ニーズに対応した教育機能の充実」、七つ目の「教員の資

質向上と教育指導体制の充実」に深くかかわっています。令和８年度

も研究所機能の維持と役割発揮に努めてまいります。 

 

基本方針の二つ目は、「学校・家庭・地域の連携を深め、心豊かにた

くましく生きるひとづくり」であり、二つの重点施策を掲げています。 
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一つ目の重点施策は、「学校・家庭・地域の連携・協働の推進」です。 

子ども・家庭・学校・地域・行政の５者が一体となって教育課題に

取り組み、学校の地域化と、学校を核とする地域形成を推進します。

岩手県に特徴的な教育振興運動とその枠組みは優れた内実を有してお

り、コミュニティスクールの形成に活かすことを考えてまいります。

また、コミュニティスクールは小・中一貫教育と地域を背景に教育の

個性化を図る観点から中学校単位で推進する方向で考えています。 

二つ目は、「家庭の教育力の向上及び青少年の学習活動の推進」です。 

児童生徒の成長には家庭教育が欠かせません。保護者への啓発や、

情報提供・研修会の開催、さらには相談対応等の支援を行ってまいり

ます。「放課後子ども教室」事業は、学校外の学びや体験の機会に留ま

らない役割を果たしていることに加え、地域と学校の新しい関係形成

においても、その助走的事業として貴重な積み重ねとなっていること

から、そこからの発展を見据え一層の支援をしていきます。 

 

基本方針の三つ目は、「生涯を通して学び、郷土の歴史と文化を誇り

にし、未来を創造するひとづくり」です。ここには四つの重点施策を

据えています。 

 

一つ目は、「多様な学習機会の充実」です。 

町内外の団体とも連携しながら各世代の需要を踏まえた自主事業を

展開していきます。出前講座やリクエスト講座も引き続き行い、生涯

学習の機会を継続して提供します。図書センターでは蔵書の充実とと
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もに子ども向けのイベントを行い、本に触れる機会を醸成します。 

二つ目は、「スポーツ・レクリエーション環境の充実」です。 

「スポーツのまち やはば」宣言に基づき、生涯スポーツ、競技ス

ポーツ、障がい者スポーツ、それぞれの観点から町民すべてがスポー

ツに親しむ機会の充実に努めます。併せて、矢巾町スポーツ協会や各

スポーツ少年団等への支援を継続します。「町民スポーツ大会」につい

ては、時代にあわせた新しい形を追究しながら、令和８年度も引き続

き実施してまいります。 

三つ目は、「文化・芸術活動の推進」です。 

児童生徒の文化芸術活動について継続的に支援を行い、活動内容の

向上と次世代の育成を図ってまいります。また、町民の多くが日常的

に文化・芸術に親しむ機会を創出していきます。矢巾町音楽祭を通し

た「音楽のまち やはば」の理念が浸透してきており、音楽祭を令和

８年度も引き続き実施してまいります。 

四つ目は、「文化財の保護と活用」です。 

国指定史跡徳丹城跡に関しては、保存活用計画の策定を行い、徳丹

城跡の現状と直面する課題を整理し、次世代に向けた整備活用を行っ

ていくための基本的な指針を示します。史跡公園の利活用については

徳丹城春まつりを始め、マルシェやミュージックフェスティバルのほ

か、ボランティアガイドの育成など広い世代に文化財に親しむ機会と

なるよう内容の充実を図っていきます。 

各集落に伝わる郷土芸能については、地域の人々の考え方や自然と

の関係の歴史を伝えるものとして重要であることから、集落の持続や
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後継者の育成を含めた広い角度からの支援をしていきます。 

 

これまで、教育振興基本計画の重要施策について、その基本方針を

示してきましたが、PDCAの観点から以下の課題についてはその実現方

法の再整理を考えています。 

 

一点目は、中学校部活動の地域展開に係わることです。 

この課題は児童生徒数の減少、教員の働き方改革、地域の教育力の

向上と教育への新たな価値を付与するものとして、政策的にも重点化

されています。しかしその前提に、スポーツや文化による地域の振興

の政策展開とその事実があることは見逃せません。地域の側に持続的

発展への動きがあって部活動の地域移行が可能となるということです。

部活動側の論理が先行的に追求されても、目標の実現はありません。

地域の側の発展に向けた課題と同時追究の課題として部活動の地域展

開を再整理しながら、これまでのスケジュールを前倒しするようなス

ピードで進めてまいりたいと思います。そのための装置としては、過

渡的なものであれ、地域の文化やスポーツを網羅する「文化・スポー

ツコミッション」ともいえる組織を構想することが大事であります。 

二点目は、コミュニティスクール形成の課題についてです。 

この課題についても、そもそもは地域と学校がパートナーとして、

ともにこれからの地域を創る、という理念のもとにいわばその方法と

してコミュニティスクールは発想されています。学校に軸足を置いた

進め方だけでなく、地域の側からの学校を核とする地域づくりという
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アプローチとの両面追究の課題として再構築する必要があると考えて

います。そこには、社会教育や家庭教育を含め、地域と学校の協働活

動を基盤とする総合的ネットワーク組織の構築と、それを支える人づ

くりが必要と考えます。 

  

以上、新たに、また、緊急的に対応すべき諸課題をトピックスとし

て整理するとともに、第３期矢巾町教育振興基本計画に沿って、令和

８年度の教育行政に関する基本方針について申し述べました。 

教育委員会は、本町の教育理念であり、教育目標に定めた「時代を

拓き次代につながるひとづくり」の実現に向け、鋭意取り組んでまい

ります。 

町民の皆様並びに議員各位の御理解と御協力を賜りますよう、心か

らお願いを申し上げ、令和８年度の教育行政方針といたします。 

 

 

 

 

 

 


